
外国人介護人材受入・定着支援アドバイザー登録制度 運用要綱 

 

（目 的） 

第１ この要綱は、社会福祉法人 大分県社会福祉協議会(以下「本会」という。) の取組を支援する 

「外国人介護人材受入・定着支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)登録制度」 の運用につ

いて必要な事項を定める。 

 

 

（定 義） 

第２ アドバイザーとは、以下に示す対象国及び外国人介護人材の受入等について専門的知識を持ち、

本会と協働する、もしくは本会の取組をサポートできる者のことをいう。 

 

 

（対象国） 

第 3 本事業の対象国は、本県への入国者が多いフィリピン共和国、インドネシア共和国、ミャンマー連

邦共和国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国とし、登録に際しては、1 つもしくは複数を選

択可能とする。 

 

 

（登録区分） 

第 4 アドバイザーは、次の 3 つに区分し、登録に際しては、1 つもしくは複数を選択可能とする。 

（1） 介護保険事業者、社会福祉施設等（以下「施設等」という。）に対する支援を行うアドバイザ

ー（以下「施設支援アドバイザー」という。） 

（2） 外国人介護従事者への支援を行うアドバイザー（以下「外国人介護従事者支援アドバイザー」

という。） 

（3） 本会が主に海外において実施する事業に関する助言等支援を行うアドバイザー（以下「受入促

進アドバイザー」という。） 

 

 

（活動内容） 

第５ アドバイザーは、本会からの要請に基づき、次の活動を行う。 
 

（1）施設支援アドバイザーによる施設等に対する支援 

  ① 事務局に対して、県内の施設等から、外国人介護人材の受入に関する助言・ノウハウの提供に

関する要請があった場合、事務局からの依頼を受けて、当該施設等を支援する。 

② 必要に応じて、すでに外国人介護人材を受け入れている県内の施設等に対して、必要な助言を



提供するなど、外国人介護人材の受入及び定着支援を行う。 

（2）外国人介護従事者支援アドバイザーによる外国人介護従事者への支援 

① 外国人介護人材受入支援事業で本会が実施する「外国人介護人材スキルアップ研修会（以

下「集合研修」という。）」に参加する。 

② 集合研修に参加した受講生の所属施設から、事務局に支援要請があった場合、事務局からの依

頼を受けて、外国人介護人材受入支援事業で本会が実施する訪問研修（集合研修受講生へ

のフォローアップ研修等）を実施する。 

③ その他、必要に応じて大分県内で介護に従事する技能実習生等の相談を受付け、適宜必要な

支援機関へ繋ぐなど、外国人介護人材の定着支援を行う。 
 

（3）受入促進アドバイザーによる本会事業の実施に対する助言等支援 

① 本会が海外との連絡調整を要する事業を企画・実施する際の助言・指導等を実施する。 

② 本会が海外との連絡調整等を要する事業を企画・実施し、現地を訪問する際に必要に応じて同

行し、事業が円滑に実施されるよう、通訳、翻訳など必要な支援を実施する。 

③ 海外の企業・団体等との連絡調整を要する活動に際し、これが円滑に行われるよう、本会を支援

する。 
 

 

（暴力団等の排除） 

第６ 次の（１）から（４）のいずれかに該当する者をアドバイザーとして登録することはできない。また、

登録後に該当することが確認された場合は、第 9 に規定する欠格事項の適用となり、登録の抹消を

行う。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下この号におい

て「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力

団員」という。）であると認められるとき。 

（２）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（３）暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極

的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

（４）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

 

 

（登録方法） 

第７ アドバイザーへの登録を希望する者は、別途指定する期間において、別記様式１に必要事項を

記載のうえ、提出しなければならない。 

２ 本会は、前項の規定による提出があった場合、提出者に対する書類審査等の選考を実施する。 



３ 本会は、前項に規定する書類審査等の選考実施後、認定した者に対し、登録証（別記様式２）

を交付する。 

４ 登録証に記載する登録内容については、インターネット等により公表するものとする。 

５ アドバイザーは、登録の抹消を希望する場合は、別記様式３により本会に申し出なければならな

い。本会は、この申し出を受けた場合、速やかに登録者名簿から抹消しなければならない。 

６ 登録証に記載する内容について変更が生じた場合は、別記様式１-2 により速やかに届け出なけ

ればならない。 

 

 

（活動依頼の方法） 

第８ アドバイザーへの活動依頼の方法については次のとおりとする。 

（１）この要綱第 5 の活動については、その活動内容に応じて、本会から各アドバイザーに依頼するも

のとする。 

（２）但し、活動状況については、業務遂行上必要がある場合は、他の関係するアドバイザーに情報

提供し、アドバイザー同士が協働できるように取り計らうこととする。 

 

 

（欠格事項） 

第９ 本会は、アドバイザーが以下に該当すると判断した場合は不適格とみなし、登録の抹消を行うこと

ができる。登録の抹消を行った場合は別記様式４によりアドバイザーあて通知を行う。 

（１）要綱第 8 に定める本会からの活動依頼があったにもかかわらず、正当な理由なく一度も応じなか

った場合 

（２）この要綱第 5 の活動中に知り得た情報を相手の許可なく他人に漏らした場合 

（３）アドバイザーの身分を利用して営利目的の活動を行ったことが認められた場合 

（４）この要綱第 6（１）～（４）に該当することが確認された場合 

 

 

（活動報告） 

第１０ アドバイザーは、活動実績について、別記様式５により速やかに報告しなければならない。 

 

 

（経費の負担） 

第１１ 本会は、アドバイザーに活動を依頼した場合、次のとおり経費を負担する。 

 

 
 



業務 報償費 旅費 

集合研修受講施設等へ

の訪問研修 

①講師として訪問する場合： 

本会「講師謝礼金支払基準」を準用する 

②別途手配した講師にアドバイザーが同行する場合： 

「県内出張の同行」を準用し、5,000 円 / 日 

※但し、休憩時間を除く拘束時間が５時間を超える場合、50％

を加算した金額を支払うこととする。（7,500 円 / 日） 

 

本会の旅費 

規程による 

集合研修等での 

講師補助 
 5,000 円 / 日 

受入施設への相談・ 

助言等 

電話 

相談 

30 分以内：3,000 円 

30 分超：  5,000 円 

訪問 

相談 

時間に関係なく： 

8,000 円 / 日 

打合会議等への出席 
3,000 円 / 回 

※但し、簡易な打合せ等は除く 

協議会等への出席 5,000 円 / 回 

県内出張 5,000 円 / 回 

県外出張 

5,000 円 / 日 

※但し、移動時間を含む拘束時間が５時間を超える場合、 

50％を加算した金額を支払うこととする。（7,500 円 / 日） 

海外出張 

10,000 円 / 日 

※但し、通訳等「その他の活動」を実施する場合は、 

以下に基づき加算した金額を支払うこととする。 

その他の活動 

翻訳、通訳、現地企業・団体との連絡調整、必要な資料の作成など、その

他の活動については、本会の規定を基本としつつ、本会とアドバイザー間の

協議により決定する 

 

（経費の支払） 

第１２ 本会が負担する経費については、口座振替による支払いを原則とする。なお、アドバイザーは登

録証の交付後速やかに、振替先等の口座を別記様式６により申し出るものとする。 

 

 

（その他） 

第１３ この要綱に定めのない事項については、本会の決定に従うものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和 2 年 6 月 19 日から施行する。 

この要綱は、令和 3 年 6 月 11 日から施行する。 


